
【保留地使用権者（甲）】

【 金 融 機 関 等 （ 乙 ） 】

【融資を受ける者（丙）】

　について 令和５年１２月２０日に（契約しました・権利譲渡承認を受けました）が，当該保留

　地を担保にひたちなか太郎（以下「丙」という）が，ひたちなか銀行（以下「乙」という）よ

　り融資を（受けるので・受けましたので），別紙承諾書にご調印くださるよう申請致します。

記

１．保留地の表示

街区　２３８　　　符号　２５　　　地積　２１０．２５㎡

２．権利登録台帳に付す権利について　※権利を付す場合は，停止条件抵当権など記載。

　・　停止条件付抵当権

　ひたちなか 一郎（以下「甲」という）は，貴施行者ひたちなか市から下記保留地

代表者　ひたちなか市長　　大谷　明　　殿      


　　　　         　住　所　ひたちなか市東石川２－１０－１

　　　　　　　　   氏　名　ひたちなか　一郎　　　　 ㊞

　　　　　 　      住　所　ひたちなか市東石川１００

　　　　　　　　　 氏　名　ひたちなか銀行　　　　　 ㊞

　　　　　 　      住　所　　ひたちなか市東石川２－１０

　　　　　　　　　 氏　名　 ひたちなか　太郎　　　　　㊞

施行者　ひたちなか市

承 諾 書 交 付 申 請 書

令和　６年　１月　４日

水戸・勝田都市計画事業六ッ野土地区画整理事業

実印

実印

実印


